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カリフォルニア州における公立学校成人教育行政に関する歴史研究

一1950年 代 前 後 を 中 心 と して 一

浅 田 昇 平

【要 旨 】

1950年 代 までのカリフォルニア州 のアダル トス クールは、公的成 人教育機関 として地域社会 に多様 なプログラム

を提供 して きた一方で、次の2つ の特徴 を持っていた。第1に 、アダル トス クールは、1910年 代 か ら40年代のそれぞ

れの年代で、州、または連邦 政府 の地域政策の遂行 に資す るプログラムをきわめて柔軟 に実施 し、それは、政策遂

行 のための便宜的な装置 と言えた。第2点 目 として、50年 代 に焦点 を当てる と、ア ダル トスクールは、学区の クラ

スサイズ政策の影響で 「生徒 集め」が必要な ことか ら、結果 として、地域社会 に迎合的な内容の クラスを提供 しな

ければならず、アダル トス クールの経営 に自律性 を欠 いてい た。その一方で、多 くのクラスは教育的価値 を持たな

い として州議会 から非難 される というジレンマの中にあ った。このように、ア ダル トス クールは、 きわめて複合的

な役割 を担っていたため に、機 能不全の状態にあったと言 える。成 人教育機関が有効 な経営 を行 うため には、役割

ご とで独立 した部局 を設け、それぞれの役割が持つ性質 に応 じて、財源 システム を含め て経営 条件 を整備する こと

が必要である。

1.本 論文の課題

本論 文 は、 筆者 の カ リフ ォルニ ア州 にお け る コ ミュ ニテ ィカ レ ッジ を中心 と した公 的成 人教 育 に関す る

研 究 の一環 として位 置 づ け られ る。 カ リフ ォルニ ア州 では、1950年 代 初 頭 か らジ ュニ アカ レ ッジが、成 人

を含 む地域 社 会 の さま ざま な人々 を対象 に したプ ロ グラム を実施 して きたが 、そ れ は1970年 に 「コ ミュニ

テ ィ カ レッジ」 と改称 し、 名 実 と もに、 コ ミュニ テ ィサ ー ビス を提供 す る総 合的 な地 域教 育機 関 と して確

立 した。 しか し、 この州 には 、19世 紀半 ばか らア ダル トス ク ール(当 初 は イブニ ングス ク ール、1910年 代

に イブ ニ ングハ イス クー ル、1950年 代前 後 に ア ダル トス クー ル と改称)と い う総 合的 な成 人教 育機 関 が存

在 して いた とい うこ とは、 日本 におい てそ れ ほ ど知 られて お らず、 ま た、研 究 もほ とん どされて こなか っ

たD。 この ア ダル トス クール は、 当時 の ジ ュニ ア カ レ ッジが成 人 を対 象 と した プ ログ ラム を実施 し始 め た

1950年 代以 降 、そ れが 州初 等 中等教 育制 度 か ら分 離 す る1967年 まで 、 ジュニ ア カ レ ッジ と同 じ中等 教育 学

区教委 に よって所 管 されて い た。 この分 離 に際 して都 市 部 の学 区 を中心 に ア ダル トス クール をジ ュニ ァ カ

レッジ に吸 収 させ る動 きが 起 こ り、現在 で は多 くの学 区(特 に大 規模 学 区)で 昔 日の よう な発 展 は見 られ

ない状 況 にあ る。 しか し、1960年 代 後半 に至 る まで アダル トス ク ールが この 州の 成人 教育 を主 に担 って き

た とい う ことの意 義 は大 き く、 この州 の公 的成 人教 育 の硫 究 をす る上 で 、そ れ は見 過 ごす こ とは で きない

もの であ る。

この よ うなこ とか ら、本 論文 で は、この アダル トス ク ールが どの ような特徴 を持 つ もの であ ったの か を、

その特 徴 を包括 的 に分析 で きる と思 われ る1940年 代 以 前 と1950年 代 の2つ を軸 に して分析 してい く。

ここで 、 この ア ダル トス クール につ いて概 略 的 な説 明 を して お く。 アダル トス ク ール は、公 立学 校成 人

教 育(PublicSchoolAdultEducation)と 呼 ば れ る、成 人 を対 象 と した教 育 プ ロ グラム を実施 す る教 育機 関

と して位置 づ け られ る。 カ リフ ォルニ ア州 で は、州教 育 委員 会 の監督 や 指導 、財 政援 助 の も とで、 中等 教

育 を所 管す る学 区教 育 委員 会(市 学 区 ・統合 学 区 ・ハ イス クー ル学 区)が 、 それ ぞれ の学 区 内のハ イ ス ク

ー ルの施 設 を夜 間 に使 用 して(ア ダル トス クー ル) 、そ こで 一般 成 人 を対 象 に この成 人教 育 プロ グラ ム を

実 施 した。 カ リフ ォル ニ ア州 は この公立 学校 成 人教育 の先進 州 で、 その生 徒 数 は1950年 で94万 人、1960年

で100万 人 に達 し、 藍930年代 以 降 の各年 代 で常 に全 米 の 生徒 数 のお よそ3分 の1を 占 めて いた の であ る。 ま

た、 そ こで 実施 され るク ラス は、全部 で13領 域 に も及 ぶ 一般教 育 カ リキ ュ ラム と、 職業 教育 全般 の 職業教
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育 カ リキ ュラ ム を もとに して設 置 され、 そ の内容 は きわ めて 「多様 」 な もの で あ った と言 え る。財 源 は 、

主 に州 補助 金 と、学 区教 育 税 に よる学 区の 自主財 源 で運 営 され 、そ の他 の連 邦補 助金 は数 パ ー セ ン トに と

どま り、 また州 法 で認 め られ てい る授 業料 を実 際 に徴 収 した学 区 はほ とん どな く、実 質 的 には その授 業料

は無料 で あ った。

2.カ リフォルニア州における公立学校成入教育の1劔0年代以前の発達史

カ リフ ォルニ ア州 におい てイ ブニ ングス クー ルは、1856年 にサ ンフ ラ ンシス コ市学 区教 育委 員 会 に よっ

て初 め て設置 された 。1850年 代 は、カ リフ ォル ニ ア州 におい て公教 育 制度 が急 速 に整備 された 時期 であ り、

イブニ ングス クール もこの ような動 きと平 行 して、特 に都 市部 の学 区 を中心 に設 置 され てい った 。当 時の

イブニ ングス クール は、 昼 間の学 校教 育 を受 け る こ とが で きな い10代 前半 の青 少 年層 を主 な対 象 に基礎 学

力 の補 充 と職 業訓 練 を行 う初 等教 育 機 関 と して位 置 づ け られて い て、 「成 人」 とは直接 関係 の ない機 関で

あ った2>。

当 時 のイ ブニ ングス クー ルに は、 それへ の州 に よる直接 の財 政援 助 は な く、 主 に各学 区 の 自主財 源 で設

置、 運営 されて いた 。 この イブ ニ ングス ク ール に州補 助金 の支 給 が初 め て認 め られた のは 、1907年 の州 最

高裁 判決 に よってで あ った。 この裁判 の詳 細 につ い て はこ こで は省 略 す るが、 この判 決の結 果 、 イブ ニ ン

グス クー ルは イ ブニ ングハ イス ク ール(す な わ ち、 中等教 育 機 関)と して法律 上規 定 され る よ うにな り、

1903年 に設 け られた 州ハ イ ス クール基 金 か らの州 補助 金 の支給 が 認め られた。 そ して これ 以後 、 イブ ニ ン

グハ イス ク ール は、 中等教 育 を所 管 す る学 区教 委 に よって管 理 、運 営 されて い くこ とにな った 。 また 、5

年後 の1912年 には、A.D.A.(AverageDa孟lyA就endance)、 つ ま り生 徒 の 「毎 日の平均 出 席者 数」 が州補 助 金

の算 定基準 として規定 された。 これ らの行財 政 上 の機 構 と制 度 は現在 にお いて も同様 で あ る。

1910年 代 にお いて イ ブニ ングハ イ ス クー ルの役 割 は、 当時 の州(ま た は合衆 国全 体)が 抱 えて いた地域

課題 と結 び つ くことに なる。 そ の地域 課題 とは、 この 年代 にカ リフ ォル ニ ア州 に大 量 に流 入 して きた移 民

の 問題 であ る。 当 時、 この州 に居住 して い た移 民 の数 は、1910年 で586,432人 、1920年 で805,049人(こ の

うち完全 な非 識 字者 は お よそ10万 人 弱)に 上 り3)、 こ う した大 量 の移民 をいか に ア メ リカナ イズす る か と

い う こ とが 、州 当局 が 当時抱 えてい た課 題 であ っ た4)。 この ア メ リカナ イゼ ーシ ョン施 策 を進 め てい く機

関 と して移民 住 宅委 員会 が1913年 に州 当局 内に設 置 され、 そ して この 機 関が 中心 となって1915年 にホ ーム

テ ィー チ ャー法 が制 定 され た。 この法 律 は、移 民 家庭 に直 接 赴い て、 そ こで英 語 や アメ リ カの 生活 習慣 や

文化 、市 民 と しての権 利 や義 務等 につい て指 導す る ホ ーム テ ィーチ ャー を、各 地方 学 区教委 が 設置 で きる

こ とを規 定 した もの だが 、 この ホー ムテ ィーチ ャー の設置 にかか る経 費 に対 して は州 か らの財 政援 助 はな

く、 各学 区 の全 くの 自 己負 担 であ っ た こ とか ら、 当時 の多 くの 地 方学 区教委 の財 政 難 の状 況 下 で実 際 にそ

れ を設置 した学 区は ご く少 数 に と どま った。 また 、 このホ ー ムテ ィーチ ャー を含 めて アメ リカナ イゼ ーシ

ョン事 業 を実 際 に行 う教育 行政 当 局 と移民 住宅 委 員会 との 連携 上 の意思 疎通 が 十分 で はな か った こ と も指

摘 で き5)、1919年 には移 民住 宅委 員 会 の予 算 が ほ とん ど補 填 され る形 で 、州 教育 局 内 に移 民 教育 部が 設置

され る こ とにな った。 この2つ の 組織 の統 合 は、 ア メ リカナ イゼ ー シ ョン事 業 を進 め る上 で効率 性 を求 め

た もの と言 える。 そ して移 民教 育 部 は同 じ年 にパ ー トタイム教 育法 を制 定 し、義 務教 育 の 第6学 年修 了 時

の英 語力 を持 た ない 人た ちが 一定 数学 区 に居住 す る場 合、 イ ブニ ングハ イス クー ル にこ う した 人 たち を対

象 と した英語 クラス を設置 す る こ とを各学 区 に義 務づ け たが、 この法律 が対 象 と した のは18歳 か ら21歳 の

人 々で あ り、 また この英語 クラス を各 学区 が実施 す る ため の補助 金 も規定 され なか った。

この よ うに、1910年 代 の州 に よる一 連の アメ リカ ナイ ゼ ーシ ョン施 策は 、す べ ての年 齢層 を対 象 と した

もの で はな く、 また、 そ の施策 を各学 区で 進 め る上で の強 力 な財 政 上 の援 助 もなか っ た と言 え る。 もっ と

も、都 市部 の比 較 的大 規模 な学 区(そ こで は移 民 の流 入 は特 に激 しか った)の イ ブニ ングハ イ ス クール で

は、 すべ て の年齢層 を対象 にア メ リカナ イゼ ー シ ョンの ク ラス が実 施 され てい たが 、 これ は、上 で見 た よ

うに州施 策の 反映 で は決 して な く、あ くまで も各 学 区の 主体性 に よる もの で あ った と言 える。

1910年 代 の州 に よる アメ リカ ナイ ゼー シ ョン施 策が 実質 的 に遅滞 す る状況 の 中で、1921年 に制 定 され た
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法律 が 「帰化 法 」で あ った。 この法律 の特 記 すべ き点は 、すべ て の 中等 教育 学 区 に全年 齢層 を対 象 と した

ア メ リカナイ ゼー シ ョンクラス の設 置 を義務 づ け る とと もに(こ の法律 に よって初 め て、 イ ブニ ン グハ イ

ス クール と成 人が 法律 上 、結 びつ け られ た)、 そ の ため の かな り手厚 い特 別補 助金 を支給 す る こ とが規 定

された ことで ある。す なわ ち、ア メ リカナ イゼ ーシ ョンの クラス を実施 す る こ とで得 られたA.D.A.(前 述 、

毎 日の平 均 出席 者数)の うち、最 初 の10単 位 で1単 位 あた り120ド ル、次 のio単 位 で同90ド ル、 さらに次 の

10単 位 で 同60ド ル で、 総 じて30単 位 で1年 間 に2,700ド ルの 特 別補 助金 を、 これ までのA.D,A.1単 位 あた り

90ド ル の州補 助金 に加 えて、 各学 区 に支給 す る とい う もので あ った。 これ に よっ て、 ア メ リカナイ ゼー シ

ョンの ク ラス を含 め た イ ブニ ングハ イス クー ルの事 業 を各 学 区が運 営 す るの にかか る費 用 は、 その3分 の2

か ら全額 を州 か ら賄 われ 、中 には黒 字 に なる学 区 もあ った とい う6)。

この帰 化法 が もた ら した影響 は、 アメ リカナイ ゼ ーシ ョンを主 とす る イブニ ングハ イス クー ルの事 業が

これ以 降急速 に普 及 し、増 加 して い った こ とであ る。 それ は都 市部 にお い ては もちろ んだが 、1910年 代 で

は ほ とん ど行 われ てい なか った都 市郊 外 や地 方の 学 区 におい て もア メ リカナ イゼ ー シ ョンの クラス が数多

く開設 され る よ うにな った7>。

この ように1920年 代 におい て イ ブニ ングハ イス クール は、 アメ リカナ イゼ ーシ ョン施 策 と密接 に結 び つ

い たの だが 、 この年代 の 後半 には、 ア メ リカナ イゼ ーシ ョンに と どま らない、 多様 な内容 の クラス を提 供

す る成人 教育 機 関 と して 大 き く発展 した。 そ もそ もイブニ ングハ イス クー ル は、少 な くとも1920年 代前 半

までは、 主 と して移民 の ため の機 関 と して州教 育 当局 で は位 置 づ け られて いた のだ が、各 学 区 のイ ブニ ン

グハ イ ス クールで は 、 アメ リカナ イ ゼー シ ョ ンとは別 の多種 多様 な内容 の ク ラスが 実施 され てい たの であ

る。 そ れは、 地域 住民 の生 活課 題 や要望 に応 えた もの であ っ た。州教 育 当局 が正 式 に、 ア メ リカナ イゼ ー

シ ョン以外 の クラス を イブニ ングハ イス クー ルの カ リキ ュラ ムの 中に規 定 した のは、1926年 に成 人教育 担

当の 州教 育次 長エ ッセル ・リチ ャー ドソ ン(EthelRichardson)が 発 表 した 『州成 人教 育計 画』 におい てで

あ る。 それ は 、「移 民 のた め の教 育か ら他 方 面 にわ た る教 育へ と(イ ブ ニ ングハ イ ス クー ルの)プ ログ ラ

ムの 幅 を明確 に広 げ る」 こ とを規定 した。 そ して これ以 降 イブ ニ ングハ イス ク ール の カ リキ ュ ラムは実 に

13領 域 に もわ た り、文字 通 り、 多種 多様 な内容 のク ラスが そ こで実 施 され てい った ので あ る8)。

1930年 代 に入 っ て州教 育 当局 は、20年 代 後 半 に起 こった 世界 恐慌 の 中で 生 じた失業 者 を救 済 す るた め、

1934年 に 「州 緊急 教 育 プ ログ ラム」 を 開始 した。 これ は、毎 月88,000ド ル の連邦 補助 金 を受 け て実施 され

た もので 、具体 的 に は州 内 の各 学 区で行 わ れて い る職 業 訓練 や識 字教 育、 失業 者 リハ ビリテ ー シ ョン、 一

般 成 人教 育等 の ク ラス の強 化 が図 られ たの で あっ た。1935-36年 度 に は、 イ ブニ ン グハ イス ク ール の通常

の クラス の登 録 者数 とは別 に、175,000人 もの 人 々が この 緊急教 育 プ ログ ラム に登 録 した ので ある。

さ らに1940年 代 前 半 の5年 間 で は、 国家 の 防衛 と戦 時 産業 に従 事 させ る こと を目的 と した訓 練 プロ グ ラ

ムが、 イ ブニ ングハ イス クール を 中心 と した諸 々の施 設 で実施 され た。 これ は、第2次 世界 大 戦で太 平洋

が1つ の主 な戦 場 に なった ため に、 カリ フォル ニア州 は軍 事上 の重 要 な拠 点 とな り、 また この州 には造船

業 や航 空機 産業 が早 くか ら発 達 して いて 、戦 時 にお いて それ らの需 要 が高 ま り、 同州 は軍需 産業 の 中心 に

もなった こ とか ら、連邦 政府 の 要請 で行 わ れた ので あ る。具体 的 に は、船 舶や 航空 機 の製 造、 農業 や缶 詰

食 料 の生 産 に従 事 す る訓練 プ ログ ラム、 基 本 的 な軍事 訓練 の プ ログ ラム等 が行 われ 、5年 間で959,691人

もの成 人が これ らの プロ グラ ムに参 加 し、訓 練 を受 けた 。 さ らにそれ は、 週 に6日 間で1日 に24時 間の体

制 で行 わ れたの で あ る9)。

以上 、 カ リフ ォルニ ア州 の公 立学校 成 人教 育 の1940年 代 までの発 達 史 を概 観 した。 こ こで特徴 と して言

える こ とは、公 立学校 成 人教 育 は、各 時代 の行 政 当局 が持 っ てい た課題 に対 処 す るべ く実施 されて きた と

い うこ とで あ る。す で に触 れた よ うに、1910年 代 当時 は、 各学 区が イブニ ングハ イス クー ルで ア メ リカナ

イ ゼ ーシ ョン施 策 を進め る上 で の十分 な条 件整 備 が で きてお らず、 そ れは 、各学 区 の 自主 的な取 り組 み に

任せ て いた。 しか し、 これで は その実 施 に学 区間 で格差 が 生 じて いた こ とか ら、州教 育 当局 は1921年 に帰

化法 を制 定 し、 十分 な特 別補助 金 を支給 す る こ とに よっ て、す べ ての学 区 で アメ リ カナイ ゼー シ ョン事業

が 大規 模 に進 め られ る ため の条件 整 備 を行 った。 ア メ リカ ナ イゼ ーシ ョンの対 象 が1910年 代 の移 民 か ら、

20年 代 に は政治 的、 経済 的 な必 要性 か ら主 に一般 成 人や労 働者 へ と移 り変 わ って きた こ とを考 えれ ば、 こ

の事 業 の必 要性 は20年 代 にお い て も依 然高 く、10年 代 の不 備 を解消 し、 そ の事 業 を推進 す るた めの条 件整
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備 を図 る ことは不 可欠 で あ った と言 える。 そ して この こ とは結果 と して 、後 に イブニ ングハ イス クー ル を

「多様 性 」 をキ ー ワー ドとす る成 人教 育機 関 に な ら しめ た ので あ った。 そ してそ の後 、 まさ にこの 「多 様

性 」 とい う言 葉 を隠れ 蓑 に して、30年 代 と40年 代 にい わば国 策遂行 の た めの プ ログ ラムが 、 その都 度、 多

額 の補 助 金 を呼 び水 と して実施 され たの で ある 。 この よ うに、公 立 学校 成 人教 育 を縦 の 時系 列 で見 た時 、

それ は、行 政 に よる国民 教化 と国策遂 行 のた めの便 宜 的 な手 段 であ っ た と結論 づ け られ る。

3.1950年 代における公立学校成人教育行政の運営上の諸問題

(1)学 区 当 局 内 で の 公 立 学 校 成 人 教 育 の位 置

以下 の記 述 は、 ある学 区で 成人 教育 に従 事 す る人物 が、州 教育 局 の会 報の 中 に書 いた もの であ る10)。

「成 人 プ ログ ラム は 、校 長 の 身分 や教 員 の給 与 、 施設 の使 用等 に関 して(学 校 教 育 と)平 等 のパ ー ト

ナ ー と して受 け入 れ られ るべ き で あ る。(中 略)教 育 委 員 や 教 育 長 、 昼 間の 学 校 管 理 職 や教 員 は 、成

人 プ ロ グ ラム に対 して尊 大 な態 度 を示 しが ち で あ るqそ れ は あ た か も成 人 プ ロ グ ラ ムが 、 公 立 学校 と

い う家 族の 中で生 活 をさせ て も らってい る継子 で ある かの ようであ る。」括 弧 内 は筆者 が付 記

この 記述 が示 す ように、成 人教 育 に対 す る教育 関係 者 の認識 は一般 的 に冷 やや かで あ った と言 える。 こ

の直接 の原 因 は、学 区教 委 が成 人教 育 を実施 す るか どうか は、法律 上 任意規 定 に とどま り、 また、 学区教

委 は学校 教 育 を本 来 の任 務 とす る以上 、 成人教 育 は ど う して も学 区教委 に とって二 次的 な職 務 に と どまっ

て しま うためで あ る。 さらに、 ほ とん どの ア ダル トス クール は昼 間の ハ イス クー ル施設 を夜 間 に使 用 す る

形 で設 置 され てい る とい う点 で 、た とえそれ がハ イ ス クール とは行 政 上別組 織 と して位 置づ け られ てい た

と して も、 そ の存 在感 は軽 くな ら ざる を得 な かっ た。

成人教 育 に対 して否定 的 な認識 を持 って いた のは、 教育 関係 者 た ちば か りで は な く、 州 あ るい は学区 内

の各種 団体(納 税者 団体 や経 済 団体等)や 州 議会 議員 等 もで あ り、彼 らは、成 人教 育 プ ログ ラム をま さ に

監 視(watchdog)し 、時 にはそ の削減 や廃 止 を求 め て しば しば圧力 をか け てい たので あ った。

成人 教育 を取 り巻 くこの よ うな状況 は、ア ダル トス クー ルの組 織 に大 きな影 響 を及 ぼ してい た と言 える。

ア ダル トス クール は、管 理職(校 長 、規 模 に応 じて カ ウ ンセ ラー も)と その ほ とん どがパ ー トタイムで あ

る教員 と事 務 職員 で構成 され てい て、 この ようなス タ ッフ の構成 上、 管理 職 は ア ダル トス ク ール の経営 に

唯 一関 わ る存在 と して重 要 な役 職 であ った と言 え る。 しか し実際 には管 理職 は、A.D.A.の 増 減 に よって毎

年 い とも簡 単 に変更 された の であ った11)。この こ とは 、 ア ダル トス クール の経営 を、常 に一 貫性 を欠い た

不 安定 な もの に させ る と言 え る。 しか もこの管理 職 であ る校 長の 「資 質」 に も、多 くの問題 点 が指摘 で き

る。つ ま り校長 の 中 には、 そ れ まで成 人 教育 に従 事 した経 験 が まっ た くない 人が いた こと、そ して任 命 の

前 後で アダル トス クー ルの校 長 と して の専 門的 な研修 が行 われ る こと もなか った こ と、校長 にな るため の

資格 で あ る 「中等 学校 管 理資 格」 の取 得 要件 の 中 には 「成 人 の指導 経験 」 が あげ られ てい たが、 これは 大

学 で成 人教 育 に関す る科 目を1つ か2つ 履修 す る こ とで代 替が 可 能で あ る こ と、 で あ った。 そ して さ らに、

学 区当 局内 で の人事 に関わ っ て、長年 にわ たっ て学 区当局 の ため に尽 く した人へ の報償 と して、 他 の管 理

職 待 ち と して 、あ るい は管理 職 と しての経 験 を積 ませ るため に、任 命 される こ と も多 か った。 ま た、給 与

の グ レー ドは 中等学校 の校 長 職 と しては低 く、昼 間 の中等 学校 の教 頭 や初 等学校 の校 長 と同 じ程度 であ り、

さ らに学区 の 中に は通 常 の教 員給 与 に数 百 ドルの 管理 職手 当 を付 加 した だけの学 区 もあ った。 この ような

給 与 の実態 や ア ダル トス クール経 営 の不 安 定 さ(後 述 を参照)、 夜 間勤 務 のた め に、 この役 職 に就 くこ と

を望 まない 者、左 遷 と考 え る者 、昇進 の ため の一 過程 と しか考 えない 者 も多 く、モ ラール の面 で も問題 が

多 か った と言 える12)。

この ように、学 区当局 内で の成 人教 育 の位 置づ け は きわめ て低 く、 この ことは結 果 と して、学 区 当局 内

で の成 人教 育 に関 わる様 々 な措置 や予 算 配分 、施 策 に影響 を及 ぼ して い た と言 え る。 また、 アダル トス ク

ール におい て は、そ の経営 上 の人 的整備 さえ ま と もに な されて い なか ったの であ る。
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(2)学 区 当 局 の 成 人 教 育 へ の 財 政 政 策

成 人教 育 に対 して上 で見 た よ うなス タ ンス を持 って い た学 区 当局 の多 くは、 「クラス サ イズ政 策 」 とい

う、 成人 教 育 に独 自の財 政 政策 を実施 した。 これ は、 ア ダル トス ク ール で ク ラス を開設 す るの に必 要 な、

あ るい は次 の 月 間で もクラス を継続 して実施 す る のに必 要 な、生 徒数 の最 少 人数 を基準 と して定 めた もの

で ある。具 体 的 に言 えば、ア ダル トス クール で クラス を開設 す る にはそ の ク ラス の受 講 を希 望 す る 「20人」

以 上 の生徒 数 が予 め必 要で あ り、 また 、毎 月末 にすべ ての ク ラスの それ ぞれ の毎 回の 平均 出席 者数 を計 算

して、 それが 「14人」 以上 で あれ ば翌 月 もその ク ラス を実施 で きるが、14人 未満 であ れ ばそ の月 限 りでそ

の ク ラスは 中断 しなけれ ば な らない、 とい う もの であ っ た13)。つ ま り、各 ア ダル トス ク ール の校 長 は、 こ

の最少 人数 の基 準 に したが って、 ク ラスの 開設 と翌 月 の継続 を決 定 しなけれ ば な らなか った ので ある。 そ

して学 区 当局 は各 ア ダル トス クリ ルで これが 実際 に守 られ てい るの か どうか に関 して何 らかの手 段 で監視

を行 っ てお り、 い くつ かの 学 区で は、 毎年 度 に2回 、 すべ ての ア ダル トス ク ール に報告 書 を学区 当局 に提

出 させ る こ とで、基 準遵 守 の徹 底 を行 ってい た。

この クラス サ イズ政 策 には どの ような意味 が あ ったの か。 それ は、 学 区 に とって望 ま しい規模 の 生徒 数

を学 区 内の統 一 基準 と して 設 けて 、 これ に よっ て一 定額 の 州補 助金 を常 に確保 で きる よ うにす る こ とで 、

学 区 にか か る成人教 育 の費 用 を最小 限 に し よう とい うこ とで あ った6つ ま り、学 区間 の地域 格差 是 正 のた

めの補 正措 置 もなか った当 時 の州補 助金 制度 におい て は、州 補助 金 とは、A.D.ん 、 つ ま り毎 日の平均 出席

者 数 に よって のみ決 定 され てい たの で、単 純 にク ラスの生 徒 数が 多 けれ ば多 いほ ど州補 助金 は増 加 す るの

で あ った14)。そ して この基 準 を設 けて お けば、 生徒 数 が少 な く学 区の 自主財 源 か らの負 担が 必要 にな るク

ラス は効率 的 に排 除す る こ とが で きる ので あ る。 実際 に下の表 に示 され る よ うに、 この州補 助金 だけで 成

人 教育 にかか る費用 の ほ とん ど を充 て てい た学 区 は、 一 定数存 在 したの であ る。 また、 学 区の 中 には、 成

人 教育 で得 た 州補助 金 の多 くを学校 教育 へ の支 出 に補 填 してい た学 区 もあ った15)。以上 の こ とが 、1950年

代 当時 に学 区 当局 が とって いた成 人教 育 政策 の現 実で あ った。

表1951-52年 度 に お い て 成 人 教 育 の 全 支 出 に 占 め る州 補 助 金 か らの 支 出率 とそ の 学 区数 、 比 率

出 所:CalifomlaDep飢mentofEducationDivisionofInstructlonA5ロw町of酌e(冶1ffbmfaPロ わ1fcAd嘘 ・

Edロc短oη 乃qg㎜,Sacramento1953pp。10460の デ ー タ を計 算 して作 成 。

また こ こ で の36と い う学 区 数 は 、 この 報 告 書 の 中 で デ ー タ と して 示 さ れ た 学 区 の数 で あ る 。

州橋助金からの支出率 学区数 学区数の比率 州補助金からの支出率 学区教 学区数の比率

0,10%台 0 0% 50-60%台 7 19.4%

10-20%台 0 0% 60-70%台 5 13.9%

20-30%台 2 5.6% 70-80%台 4 11.1%

30-40%台 3 8.3% 80-90%台 6 16.7%

40-5096台 6 16.7% 90-100%台 3 8.3%

(3)ア ダルトスクール経営の問題的な実態

クラスサ イズ政 策は 、 ア ダル トスク ール の経営 に大 きな影響 を与 えた と言 え る。 なぜ な ら、 ア ダル トス

ク ール は、 常 に一定 程度 の生 徒 数 を確 保 す る こ とが要 請 されたか らで あ る。 そ して、 ク ラス に出席 す る こ

と に基 本的 に は何 の義 務 もな く、 興味 や 関心 ・意 欲が な くな れば 出席 しな くなる成 人 を、 い かに して ク ラ

ス に出 席 させ続 け るか とい うこ とが 、 ア ダル トス クール の最大 の経 営 課題 になっ た。 もしこれが で きなけ

れ ば、先 に述 べ た よ うに、 それ は アダル トス クー ルの縮 小 や廃止 につ なが りかね な いので あ る。

結果 と して ア ダル トス クール は、 い わば 「生徒 集 め」 のた め に、成 人や 地域社 会 の 関心 やニ ーズ を極 力

反 映 させ た ク ラス を多数 実施 してい った。 この よ うなク ラスの実 践例 は、以 下の通 りで ある。
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・宿 題 や試験 、生 徒 が守 るべ き規則 、 入学 資格 等、 生徒 に負 担 となる よ うな もの はで きる限 り行 わ ない。

・通 常 の セ メス ター の間 ず っ と生 徒 の興 味 や 意欲 が継 続 す る わけで は な く、 ドロ ップ アウ トも多 いの で、

短期 の ク ラス を多 く設 け る。 また、通 常 の セ メス ターで 実施 す る ク ラス に して も、毎 回 の授 業 内容 が1

回完 結 の クラス(packagesession)を 多 く設 けて、 興味 に応 じてい つで も出席 で きる よう にす る。

・生 徒 のニ ーズ や要望 が 高い職 業教 育 や趣 味 ・レク リェー シ ョンの ク ラス を多 く設 ける。

・自分 が受 講 した い ク ラス を選 ん で も らう 「ク ラス案 リス ト」、 クラ ス開設 の た めの 「要 望書 」 を学 区 民

や諸 団体 に配 布す る。

・学 区 内 の様 々 な団体 の代 表 者 で構 成 される 「成 人教 育協 議 会」、学 区内 のそ れ ぞれ の科 目に 関係 す る団

体 の代 表 者 で構 成 され る 「特 定 科 目諮 問 委 員 会」、 クラ ス を受 講 して い る生徒 の代 表 者 で構 成 され る

「学生 審議 会」 を設 置 して 、生徒 や 地域 社会 の要 望 やニ ーズ を直接 把握 す る。

・ク ラス を地 域社 会 の団体 と共 同で 開催 す る。 これ は、 その団 体 に所属 す る人 をク ラスの受 講 者 と して 大

量 に、 しか も継 続 的 に確 保 で きる とい う点 で 有益 で あ る。 また、 ク ラスの 宣伝 や 広 報 の ため の経 費 や

手 間 も節 約 で きる。 共 同 開催 した団 体 に は、公 共 機 関 や商 工 会議 所 、労 働 組 合、 各 業種 の 組合 、 一般

会社 、 病 院、刑 務 所 の他 、 ボ ー イス カウ ト団体 や ペ ッ ト愛 好 家 ク ラブ 、 フ ォー ク ダ ンス協 会等 、 多様

であ っ た。

この よ うに、 ア ダル トス クー ルで提供 され る ク ラスの多 くは、生 徒 や地 域 の諸 団体 の意思 に よって実 質

的 に決定 され て いた と言 え る。 そ して、 その ク ラス 内容 は、 それ らの 要望 や ニーズ の分 だ け多様 に設定 さ

れ たので あ る。 この ことは、 ア ダル トス クー ルの経 営 そ の ものが 、生徒 や 地域社 会 に対 して きわめ て迎 合

的 な もので あ った と言い換 え るこ とがで きる16)。つ ま り、 ク ラー ク(BurtonRCIark)が 指摘 してい る よ う

に、 ア ダル トス クー ルの経 営 は 「特 定 の素 人 の判 断」 に任 せ られ る よ うにな って いた と言 え る。そ して こ

れが極 端 な場 合 には 、専 門職 と して の校 長 の判 断 は 「顧 客 で あ る団体 のそ れ ほ ど重 要 な もの とは見 な され

ない」 の であ っ た17)。

この こ とは アダル トス クー ル は、 自 らの活動 の 内容 を決 定す る基 本 的 な権限 を実 質的 に確 保 で きてい な

い とい う こと を意 味す る。 あ るい は また ア ダル トス クー ルは、 校長 の専 門性 を フル に生 か した経 営 を行 う

ことがで きて い ない とい うこ とで もある。 これ らの こ とは、先 の ク ラスサ イズ 政策 によ って、 早急 に生徒

と して確 保 しやす い これ ら特定 の 人 々や 団体 の意思 を反映 せ ざ るを得 ない とい うこ とに起 因 してい る。 も

ち ろん ア ダル トス クール は、外 部 の人 々 や団体 、言 い換 えれ ば地域 社会 か ら閉 じ られ るべ きもので は決 し

て ない。 しか し地 域社 会 のそ の時 々 の要望 や ニ ーズ に振 り回 され、 結果 と して、 自 らの首尾 一貫 した方針

に基 づい た経営 を実 質的 に行 うこ とが で きない とい う こ とは、 や は り問題 的 な実態 で あ る と言 わ ざる を得

ない であ ろ う。

以 上 の よ うに、1950年 代 の アダ ル トス クー ル は、学 区 当局 に よる財 政 政 策 の下 で、 い わ ば 「生 徒 集 め」

の ため に、生徒 や地域 の諸 団体 の 要望 や ニー ズ に迎 合 的 な内容 の ク ラス を数多 く実 施 しなけれ ば な らない

状 況 にあ っ た。 したが って、 そ こで提供 され る クラス は、 多様 で あ る とい うよ り も、突発 的で無 計画 で あ

る とい う評 価 が適切 で あ った。そ してア ダル トス クー ルの経 営 も、外部 の圧 力 か ら 自律 的 な もの で は な く、

一貫性 を欠い た もの にな らざる を得 なか ったの であ る。

4.州 上院議会からの成入教育批判とその問題点

1950年 代 初 頭 に、 こう した 「多様 」 な ク ラス を提 供 す るア ダル トス ク ールの 動向 は非 難 を受 け る こと に

な る。そ して、 いわ ば 「教 育 的価値 」 を持 ってい ない ク ラス に対 して州 補助 金 の支 出 を廃止 す る こ とを提

起 した法 案が 、1951年 と1953年 の2度 にわた っ て州議 会で 可決 された。 この動 きの発 端 は 、 この後 の数 年

の うち に州財 政が 悪化 す る こ とが懸 念 され た こ とで あ り「州が 責任 を持 つべ き基 本 的 なサ ー ビス とは何 か」

を調査 す るため 、各部 局 で行 わ れて いた諸 事業 を見 直 す動 きが 議会 を中心 に1951年 に起 こ り、 その調 査対

象の1つ と して成 人教 育 が挙 げ られ たの であ っ た。 この調査 は上 院 に委 託 され 、成 人教 育 臨時委 員 会が 上
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院 に設 置 され、1953年 度議 会 に報 告書 を提 出す る こ とを メ ドに、州 内の成 人教 育 事 業の 調査 を開始 した。

そ して結果 的 に は、 この報 告書 で提 言 され た こ とが 、1953年 の改 定 の主 な内容 にな った。 この節 では、 こ

の委員 会が 提 出 した報 告書 を もとに して、前 節 で述べ た こ とに加 えて アダル トス クール は さ らに どの よう

な制約 が課 せ られ てい たの か につい て考 察 したい 。

この委員 会 は 、成 人教 育 プ ロ グラ ムの 「領域 と費用 」、「効 果 と利 点 」、 そ こで実 施 されて い る 「さ ま ざ

ま な科 目の必 要性 」 等 につ い て調査 し、 「適切 な」 法律 を制 定 す るた めの提 言 を行 う こ とをその 目的 と し

た18)。そ して委 員 会 は、134の 地 方学 区 の成 人教 育 事業 を実 地調査 した り、 州 内 の さま ざ まな人 々 や団体

にイ ン タビ ューや 聞 き取 り調 査 を行 っ た。 しか しこの委員 会(ま た、 上 院全 体 も)は 当初 か ら、州財 政 の

緊縮 化 に重 点 を置 いて いて、 この調査 に よって成 人教 育 プ ログ ラム に州補助 金 を支 出す る上 で の基準 を設

け、そ の基準 に適 用 しない ク ラスへ の州補 助 金 を打 ち切 る こ とで 、成 人教育 へ の財 政支 出 を削減 す る こ と

を意図 して い だ9>。 そ して その 「基準 」 を定 め る上 で の根拠 と され たの が 「教 育 的価値 」 で あ った。

以下 で 、 この報 告書 につ いて 見 てい く。 この 中で委 員 会 は 「本 質 的 に公 立学 校 の事 業 の一部 か ど うか 、

また州 が実 際 に援 助 すべ き領 域 か ど うか」 とい う観点 で成 人教 育 の諸事 業 に つい て提言 した、 と述べ て い

る20)。つ ま りこの提 言 の 中で批判 され た成 人教育 の 事業 は、 公費 に よって行 わ れ るべ き もの で はな く、 ま

してや 、そ れ を州 補助 金 の対 象 とすべ き もの で もない とい うこ とであ った。 そ して 「州 の援助 を受 ける成

人教 育事 業 は、文 化 的、 生産 的 な社会 の発 展 をそ の主 要 な 目的 と して持 た な けれ ばな らない 。 この ため に

州 は成 人 に、個 々の識 字 能力 や市 民性 、生 産 能力 を養成 す る のに必 要 な教育 の機 会 を与 えるため に、公 立

学校 を援 助す る責 任 を持 つ」 と した2ρ。 これは、 事 実上 、成 人教 育 の事 業 を、識 字教 育 と市民 訓練 、職 業

教 育 の3つ に厳 格 に制 限す る もので あ る と言 えな くもない 。 そ して、 この報 告書 の提 出 に先 立 つ1953年4

月 に、上 院 を圧倒 的多 数 の賛成 で通 過 し、 下 院で はそ の内容 の ため に大 きな反対 を引 き起 こ した 、成 人教

育 に対 して きわ め て 「制 限 的 な法 案」22>で もこれ と同 じよう な こ とが規 定 され て いた 。つ ま りこの 中で

示 され た第9700条 案 は、 成人教 育事 業 の 目的 と して 「個 人 の技量 と生産 性 の増進 」、 「識 字能 力の 向上 と市

民権 の取 得」、 「ハ イス クール レベ ルの教 育水 準 の獲得 」 の3点 を規定 してい たので あ る23)。

これ らの ことか ら、州 補助 金削 減の推 進 派 であ る上 院が 、成 人教 育 にお いて 「教 育的価 値」 と してい た

ものは何 で あ ったの かが イ メー ジで きる。 つ ま り上 院 は成 人教 育事 業 とは教 師 の専 門性 の下 で特 定 の カ リ

キ ュ ラム領域 に制 限 されるべ き もので あ る とい う、伝統 的 な教 育観 の立 場 にあ っ た と考 えられ る。 しか し

一方 で既 存 の成人 教育 事業 の擁 護派 で あ り、州教 職 員組 合 がそ のバ ック につ い てい た下 院は 、例 え ば 「射

撃」 で もそ れ を望 む者 が いれ ば、 その クラス を実施 す るべ きで あ る と言 い、 「成 人教 育の カリキ ュ ラムは、

人 々の生 活 と同 じ くらい広 範 囲 な もの で あるべ きで、生 活 の 中で生 じる人 々の教 育 的要 求 を満た す もので

な けれ ば な らず 、そ れ は社会 的 ・倫理 的 な基 準 に よって のみ 制約 を受 ける」 とい う立場 にあ った卸。 す な

わ ち、成 人教 育 の カ リキュ ラム は(社 会 的 ・倫 理 的 な基 準 に よっ て しか)制 限で きない もの と して下 院が

主張 してい たの に対 して 、上 院は 、そ れ に一定 の制 限が あ る こ と、 少 な くと も公 費 に よって支 え られ る公

立学校 が 取 り組 むべ き責任領 域 が その 中 に存 在す るこ とを主張 したの で あっ た。

次 に、 この 委員 会の 報告 書 でア ダル トス クー ルの 「問題 」 と して提 言 され た事 柄 を以 下 に挙 げる凶。

・天 災 や戦時 に備 えた民 間防衛 の ため の ク ラス、 ボ ラ ンテ ィア活 動 、 身体教 育 ク ラス(レ ク リェー シ ョン

や ダ ンス 等)、 特 定 の組 織 や団体 の み を対象 と した ク ラスは 、A.D.A.(毎 日の平均 出 席者 数)の 対 象 と

して はい け ない こ と

・アダル トス ク ールの校 長 や教員 の 資質 の向 上 につ いて検 討す る こ と

・工芸
、 フ ォー ラムや レクチ ャー 、バ ン ドや オー ケス トラ、 コー ラスの 実践 、映 画鑑 賞 に教育 的価 値 があ

るの か を検 討 す るこ と

・特定 の私 企業 や他 の 地域公 共機 関 を対 象 に した職 業訓 練 ク ラスや 自動車 学校 で行 われ る よ うな ク ラス を

実 施す る責 任が 公立 学校 にあ るのか を検討 す る こ と

・すべ て の クラス に定員(出 席者 数 の上 限)を 設 け る こ とにつ い て検討 す る こ と

・広告 費 のた め に公 費 が使用 されて い る ことの是 非 につ いて検 討す るこ と

・クラス は通 常 の学 校施 設 の中で 行 わ なけれ ば な らない こ と



36 浅 田 昇 平

この報告 書 の提 言 の中 で 「問題」 と して 指摘 され た ア ダル トス クール の諸 々 の事 業 はす べ て、前 節 で述

べ た ように、 直接 的 には ク ラスサ イズ政 策 の影 響 のた め に、 ア ダル トス ク ールが必 然 的 に実施 せ ざ るを得

なか った もの で ある。 つ ま り、委員 会(上 院)は 、 各学 区 当局 で ア ダル トスク ールが 抱 えて い る本 質 的 な

問題 をま った く踏 ま えな い ま まで 、単 に現象 と して表 出 され てい る(彼 らに とって の)「 問題 的実 態」 を

批 判 して い るの に過 ぎな かっ た。 したが って、 結果 的 に上 院の 主張 が大 幅 に とお っ た この2度 の法 律 の改

定26)は 、 ア ダル トス ク ール の ク ラス を表面 的 には変 化 させ る こ とに なっ たが 、実 態 と して は何 の 変化 も

起 こせ なか った。す なわ ち、2度 の改定 で その実 施 を禁止 され た クラスの 多 くは、科 目名 を 「教育 的価値 」

を持 つ よ うな名 称 に変 え るこ とで、 実際 には従 来通 り実施 された ので あ った。

この よ うに、1951年 か ら1953年 に アダル トス クール は、地 域社 会 に迎合 的 な ク ラス を実 施 して い る現 状

に対 して 「教育 的価 値」 を持 って い ない と して非 難 された。 そ して それ は、成 人教 育 が持 つ本 質 的 な問題

に基づ い た もので は決 して なか った に もか か わ らず 、実 際 に、成 人教 育 の州補 助金 支 出 の規定 が改 定 され

る とい う実 害 を もた ら した。つ ま りアダル トス クール は、一 方 で地域 社会 に迎 合 的 な経営 をす るこ とを強

い られ、 また一 方 で、 その ような経 営 を してい る こ とに対 して 「教 育 的価 値」 を持 たな い と して批 判 され

る とい う状 態 にあ っ たので あ る。1950年 代 当時 の ア ダル トス クール は、 こう したジ レンマ に苛 まれて いた

と言 える。

5.結 びにかえて

この よ うにア ダル トス クール は、 地域 社会 へ の奉仕 を常 に 目指 して きた と言 える。 この 「地 域社 会へ の

奉仕 」 には、次 の2つ の意味 が あ る。1つ 目は、州 政府 、 そ して時 には連邦 政府 に よる地域 政策 へ の貢献 と

い う意 味 であ る。 ア ダル トス クール は、1910年 代 、20年 代 、30年 代 、40年 代 のそ れぞ れの 年代 にお け る政

府 の重 要政 策 の遂行 に資 す る プ ログ ラム を きわ めて 柔軟 に行 っ た。 この時 、公 立学 校 成人教 育 とは、 あた

か も政 策遂行 のた めの便 宜 的な装 置 であ るか の よ うで あ った。

「地域社 会 へ の奉仕 」 の2つ 目の意味 は 、1950年 代 で見 た、 まさ にア ダル トス ク ール が存在 す る地域 社

会(成 人 や 地域 諸 団 体)に 「多様 」 な ク ラス を提 供 した とい う意味 で の奉 仕 で あ る。 しか し、 ここで の

「奉 仕」 とは、 地域 社会 の特 定 の人 々や 団体へ の奉 仕 に とどま ってい た と言 える。 「多様 性」 につい て も然

りで ある。 クラスサ イズ政 策 に よって要 請 され る 「生 徒 集 め」 のた めに 、生徒 と して 取 り込み やす い 人々

の意思 を優 先 的 に反 映 させ て しまう、あ る いは そ う した 人 々の意 思 しか反 映 させ る余裕 はない とい うこ と

は必 然 的 な こ とで あ った。

この よ うに、 アダル トス ク ール は、地域 社 会 を基盤 に して、 その政 治 的、経 済 的、 杜会 的 な諸問 題 や教

育 的、 職業 的、 文化 的 、 レク リ ェー シ ョン的な諸 要 求 に常 に敏 感 に対 応 して きた 。 この こ とは、 ア ダル ト

ス クール は きわめ て複合 的 な役 割 を担 って いた とい うこ とで もある。 そ して 、先 に見 た上 院 と下院 の ス タ

ンス の違 いに も見 られ る よ うに、 ア ダル トス クール は、本 来 は両 立(共 存)し 得 ない(諸 々の)役 割 か ら

生 じるス トレス に苦 しみ、結 果 と して、 組織 と して の統 合性 は失 わ れ、 そ してそ れが持 つ 能力 も拡 散 して

いた状 態 にあ った と言 え るで あろ う。 つ ま り、1つ の機 関が 多 数の役 割 を持 つ とい う こ とは、結 局 は その

機 能 を大幅 に減 退 させ て しま う こと につ なが りかね ない 。そ して この こ とは、 アダル トス クールの 経営 に

自律 性 が確 保 され てい ない とい うこ とに よって さらに促 進 され る。 しか し例 え ば、職 業的 なス キ ル ア ップ

や治安対 策 、文 化 ・レク リェ ー シ ョン的 な活 動 は、個 人 や地域 社 会全 体 の福 祉 に貢 献 す る もの であ り、 そ

れは、 成 人教育 が果 たす 重 要 な機 能 であ るこ とか ら、成 人教 育 の持 つ 「多 様性 」 自体 は損 な われ るべ きで

は ない。 望 まれ るの は 、1つ の機 関が持 つ 役割 を専 門化 す る こ と、 同 一機 関内 で あ れ ば、 役割 に応 じて複

数 の独 立 した部 局 を設置 す る こ とで あ り、 この時 そ れ ぞれ の役 割 の性 質 に応 じて 、各 機 関 あ るい は1つ の

機 関 内の各 部局 ご とで、 財 源 システ ム を含 めて経 営 条件 を整備 す る こ とが 必要 で あ ろ う。 後 に、 この ア ダ

ル トス クール を吸収 し、 また、 ジ ュニ ア カ レッジか ら総 合的 な地域 教 育機 関 と して発 達 した コ ミュニ テ ィ

カ レ ッジ は、 これ に どの ような対 応 を見せ た の だろ うか。 今後 の研 究 の中 で見 てい きた い。
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<注>

1>カ リ フ ォル ニ ア州 の公 立 学 校成 人教 育 に関 す る研 究 は、 ほ ん の2ペ ー ジの 論 文 が1つ あ る だけ で あ り、 ア メ リカ

の成 人 教 育全 体 の発 達 史 の 中 で こ の州 の 事例 が少 し触 れ られ て い る程 度 で あ る。 また、 ア メ リカ の公 立 学 校成

人教 育 に 関 して も、 これ まで は 、 ア メ リ カナ イゼ ー シ ョ ンに関 連 して述 べ られ て い る だ け で あ る 。 赤 木 恒雄

「公 立 学 校 成 人教 育 の 成 立 過 程 一1920年 代 カ リ フ ォルニ ア州 を中心 と して 一」 『教 育学 研 究 紀 要 』 中 国四 国教 育

学 会 第24巻1978年pp.168-169、 柳 久雄 「教 化 政 策 と して の社 会 教 育 の 組 織 化 」 第5章 第5節 『世 界 教 育 史 大

系18ア メ リ カ教 育 』 講談 社1976年pp」12-123、 山 田 順 一 「ア メ リカ」 小 堀 勉 編 『現代 社 会教 育 皿欧 米 社 会

教 育 発 達 史 』亜 紀 書 房1978年pp.281-354、 同 「米 国 に お け るAd嘘Educationの 成 立 過 程 に つ いて 」 『日本福

祉 大 学研 究 紀 要 』 第23巻 。

2)実 際 の教 育 内容 は各 イブ ニ ング ス ク ー ル に よっ て多 様 で あ り、 中等 教 育 や 成 人教 育 の ク ラス を実 施 して い た所

もあ った 。

3)C訓ifo血aStateDep舳entof団ucation伽y一 梱Ble㎜f泌R卿Sac㎜entol924p.38。

4)ま た、 メ キ シ コか らの 移 民 で あ る ヒス パ ニ ック は この 時 期 に 限 らず 現 在 に至 る まで 慢 性 的 に こ の州 に大 量 に流

入 して い る。 彼 らは貧 困 や失 業 に苦 しみ 、 それ は 、治 安 の 悪 化 や犯 罪 の温 床 に な って い る。

5>例 え ば、 教 育行 政 当 局 は この法 律 の 立 案段 階 で何 の 関 与 も しな か っ た こ と、法 案 が 議 会 で提 案 さ れ た時 、教 育

行 政 当局 者 はそ の成 立 に終 始反 対 した こ と、が 挙 げ られ る。

Joseph.WGetsinger酌eHl嘘 ωワofAd嘘Edロca哲on加 εhePロblfc5c血oo150fω 」責}mfaUnpublishedEd.D.disse丘ation

StandfbldUnive㎎ 虻y1948p.81.

6)CalifomiaStateDep韻mentofEducation艶 吻 一励窟Bfe㎜falR叩o鵡 叩,cfL,p.48.

7>1920年 時 点 で の 都 市 部 一 郊外 ・地方 の ア メ リ カナ イゼ ー シ ョ ンの ク ラ ス数 は、269-77ク ラス だ った の が 、 こ

の 法 律 の施 行 され た1921年 で402-140ク ラス 、1924年 で669-349ク ラス 、1927年 に は1,066-533ク ラス と急増

した 。

8>こ れ に先 立 つ1924年 に、 州 教育 局 内 で 移民 教 育 部 は 、成 人 教 育部 に改 組 ・拡 充 され た 。

9)Gets血gerqρ.cfL,p.144.

10)Cali£omiaStateDepartmentofEducadonBureauofAdultEducationRgpoπaηd」 臨oσθed笠ηg50ffheMdnεecfoWb盛sb(ψ

加.Adロ1εEdロ(:a面on1952pp.80-89.

11>A.D.A.が100か ら199の 単位 数 を持 つ ア ダル トス クー ル で は フ ル タ イ ムの2分 の1の 時 間数 の パ ー トタ イム の校 長

が 、200か ら299の 単 位 数 を持 つ とこ ろ で は フ ル タ イ ムの 校 長 が任 命 さ れ 、以 後 、 単 位 数 が100増 え る毎 に フル

タ イム の2分 の1の 時 間数 が 加算 され る形 で管 理 職 員が 任 命 され て いた 。

12)JackLondon賄e伽erof加e肋1jc3cカoolAduM舳f8轍 πAdultEducationAu加 ㎜1959,pp.3-10。

13)最 少 人 数 の 基準 と なる 数 字 は 、学 区 に よ って異 な る。 例 え ば 、 ク ラス の継 続 に必 要 な生徒 数 は、 本 文 で 示 した

「14人」(ロ サ ンゼ ル ス市 学 区)に 限 らず 、実 際 には 、13人 か ら17人 と多様 で あ った 。

14)1人 の 生徒 が ク ラス に1時 間 出席 した場 合 、州 補 助 金 の 額 は お よそ17セ ン トに な る。 そ して 例 え ば、 ク ラス に14

人 と40人 が 出席 した場 合 、州 補 助 金 の 額 は そ れぞ れ2.38ド ル(17セ ン トと14人 の積 算)と6.80ド ル(同 様)で 、

後 者 の 時 、 学 区 は 州補 助 金 だ け で1時 間 あ た りの教 員 給 与5.25ド ル(ロ サ ンゼ ル ス市 学 区 の教 員1年 目 の時 給)

を支 払 い、 さ らに1.55ド ル の利 潤 を得 る こ とが で きる。

15)例 え ば 、1952-53年 度 の マ デ ラユ ニ オ ン学 区 と レ ッ ドブ ラ フ市 学 区 は、 成 人教 育 で得 た州 補 助 金 収入 の う ち、 そ

れ ぞ れ51.6%と61.0%を 学校 教 育 の 支 出 に補 填 して い た。

16)ア ダ ル トス クー ルの 校 長 は 、生徒 や地 域 社 会 の要 求 にい か に応 え 、 それ に適 した ク ラス と教 師 を提 供 す るか が 、

そ の 果 たす べ き重 要 な役 割 に な った とい う こ とが 、数 多 くの論 文 で 指摘 されて い る。

17)BurtonR.ClarkAdHlf正 廻ロca㎡on加7㎞3f加 四UniversityofCalifomiapress1956p.159.

18)CalifomiaLegislatureSenateJωmalSacramentoI951p.3960.

19)実 際 に、 ハ ール バ ッ トは 、 こ の報 告 書 で結 論 づ け られ 提 言 され た 内容 は 、調 査 結 果 を忠 実 に踏 まえ て お らず 、

上 院 の主 観 的 な意 思 に基 づ く もの で あ っ た と述 べ て い る。

EdwardV.HuributF加ancfηgPπbllc3choolAdロ1'Edπcaεfoη 加'he5εaεeofCa1敢)mjaUnpublished

Ed.D.dissertationStandardUnivers甦y1957pp.9-11.

20)Cali飴miaLegislatureSenate㎞lalR卿of酌 θ3eηafe血'e伽Co轍eeoηAdロ1f肋 蜘Sac㎜ento1953p.238。

21)Ibfd,,p.241.
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22)Clark,qρ.cfL,p.128.

23)Ca1恥miaLegisia臆eSenateん ㎜ 記,{ψ.c1乱,pp。1124-1125.

24)こ れ は 、 当時 の ロ サ ンゼ ル ス市 学 区 成 人教 育 管 理 者協 会 会 長HamldH.SlOlyの 言葉 であ る 。

CalifbmiaLegisla加reSenateP腰alRgρ(鵬(～ μα'ε.,p.451.

25)∬bfd,pp.241-242.

26)1951年 の 改 定 で は 、工 芸 に関 す る ク ラス で の 生徒 の 出席 時 間 数 の制 限、 特 定 の 団体 や ク ラブ を対 象 と した ク ラ

ス や 軍基 地 で行 う軍事 関係 の ク ラス 、 純粋 な レク リ ェー シ ョ ン目的 の ク ラス の禁 止 、1953年 の 改定 で は、 ク ラ

ス の 認 可基 準 の 厳 格 化 、特 定 の 団 体 や 私企 業 を対 象 と した職 業訓 練 の 禁 止 、 身体 教 育 に関 す る科 目の 規 定 か ら

レ ク リェ ー シ ョ ンを 目的 とす る ク ラス の 除外 等 が そ れ ぞれ 規 定 され た。

AHistoricalResearchonCalifomia

PublicSchoolAdultEducationAdministration

ASADAShohei

Adultschoolshadprovldedvariousclassesfbrtheircommunltyuntilthel950「saspublicadulteducation

organizations,buttheyhadthefbllowingtwocharacters.First,adultschoolshadpmvidedprogramswhichthestate

orthef6deralgovemmentneed6dindiff¢1£ntperiods:fbrAmericanization,asare藍efmeasuref6rtheunemployφ

andfbrcivildef6nse。S㏄ond,adu蓋tschoolshadprovidedjustprogramstothecommunitybecausetheyhadtorecmiI

manystudentsby"c韮ass-sizepolicy"andclasseswerenotjust"various"but"mcontK)11ed"b㏄ausesome

specificindividualsinthecommunityhadthepowertodecidewhetherornottoholdtheseclasses.Wecanalsosay

thatadultschoolsdidn'thaveschoolautonomy」naddition,theywe㈹alsocr蓋t三cizedbythestateSenateLegislature

fbrtheireducationalineffbctiveness」nthisway,adultschoolshadbeentombetweenthesetwodemands.

AdultschoolshadsuchmanyrolesthauheywereinfUnctionaldlsorder.Itisnesessalyfbrthebetter

managementtoestablishdiffb爬ntdivisionsf6reachroleandtosetupdiff¢ ㈹ntmanagementconditionsincludingthe

revenuesystem,accordingtotherequlrementsofeachrole.


